
 

 

令和８年度 

市有地売却随時募集実施要領（その１） 

 

(1号地：富田林市梅の里一丁目１５０番９１２) 

(2号地：富田林市若松町一丁目４３番２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富田林市総務部行政管理課 



最低売却価格
契約最低
保証金

接面道路

都市計画区分

用途地域 第一種低層住居専用地域

建ぺい率 容積率

都市計画施設 無

防火規制 法22条地域

その他の規制 外壁後退全周1.0ｍ、絶対高さ10.0ｍ以下、宅地造成工事規制区域

地勢　平坦地

電気

都市ガス

上水道

下水道

地番

公共下水道

直接問い合わせてください。

直接問い合わせてください。

直接問い合わせてください。

整備済

50% 100%

物
件
の
表
示

地目

物件調書(1号地)

所在

92.93

登記簿

地積（㎡）

847,500円

150番912

8,475,000円

所在地

92.93

関西電力送配電株式会社

大阪ガス㈱

大阪広域水道企業団

行
政
的
条
件

現況

宅地

土地の状況

宅地

工作物等 防草シート

【土地補足事項】
・近鉄長野線「喜志」駅から北西方約1,300ｍ。
・間口約12.1ｍ、奥行約6.1ｍ～約9.3ｍ　のほぼ台形状。
・周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない。
・集会所の跡地です。旧住宅地造成事業により造成され、平成14年6月に富田林市が取得し、地元自治会と賃貸借契約
を締結しましたが、令和６年３月に不要となったため返還され、現在に至ります。
【特記事項】
・現状有姿での引渡しです。
・土壌汚染調査、地下埋設物調査は未実施です。
・所有権移転後、土地と工作物等について、落札者の責任と費用負担で管理すること。
※注意事項
・この「物件調書」は、物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者自身において、現地及び規制
等について調査確認を行ってください。

富田林市梅の里一丁目

公簿

西側：市道梅の里１７号線　幅員約７．０m（建築基準法第42条１項１号）
北側：市管理緑地通路（建築基準法未判定）

市街化区域

実測

そ
の
他

供
給
施
設



最低売却価格
契約最低
保証金

接面道路

都市計画区分

用途地域 第一種住居地域

建ぺい率 容積率

都市計画施設 無

防火規制 準防火地域

その他の規制 洪水浸水想定区域、宅地造成工事規制区域

地勢　概ね平坦

電気

都市ガス

上水道

下水道

工作物等 擁壁、境界フェンス、電柱（NTT柱）２本、フェンスバリケード

そ
の
他

【土地補足事項】
・近鉄長野線「富田林」駅から南東方約750ｍ。
・間口（東西）約48ｍ～約49ｍ、奥行（南北）約48ｍ～約49ｍの不整形。
・北東側に墓地が隣接しています。
・周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない。
・市営若松団地第８住宅の跡地です。
【特記事項】
・現状有姿での引渡しです。
・仮設のフェンスバリケードについては、落札者の責任と費用負担で管理・撤去処分等を行ってください。
・土壌汚染調査、地下埋設物調査は未実施です。
・北西側水路及び里道へ擁壁及び境界フェンスが越境しています。落札者の責任と費用負担で管理・撤去処分を行って
ください。
・所有権移転後、土地と工作物等について、落札者の責任と費用負担で管理すること。
※注意事項
・この「物件調書」は、物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者自身において、現地及び規制
等について調査確認を行ってください。

供
給
施
設

関西電力送配電株式会社 直接問い合わせてください。

大阪ガス㈱ 直接問い合わせてください。

大阪広域水道企業団 直接問い合わせてください。

公共下水道 整備済

行
政
的
条
件

南側：市道若松６号線　幅員約４．９m（建築基準法第42条第1項第1号）
東側：市道若松３４号線　幅員約４．７m（建築基準法第42条第1項第1号）
北西側：水路　幅員約１．２ｍ+里道　幅員約０．６ｍ（建築基準法　未判定）

市街化区域

60% 200%

土地の状況

現況 公簿 実測

富田林市若松町一丁目 43番２ 宅地 宅地 1412.9 1412.9

物件調書(2号地)

46,500,000円 4,650,000円

物
件
の
表
示

所在地 地目 地積（㎡）

所在 地番 登記簿



番　号 １号地位　置　図

売却物件



土　地　明　細　図 番　号 １号地



位　置　図 番　号 ２号地

売却物件



土　地　明　細　図 番　号 ２号地



１号地：写真位置図

①

②



写真説明

①

１号地写真 ＮＯ　　1

写真説明

②



２号地：写真位置図

③

①
②

⑦

⑤

⑥

④ ⑨

⑧



写真説明

②

２号地：写真 ＮＯ　　1

写真説明

写真説明

③

①



写真説明

⑥

２号地：写真 ＮＯ　　2

⑤

④

写真説明

写真説明



写真説明

⑦

２号地：写真 ＮＯ　　3

写真説明

⑧

写真説明

⑨



１号地 

           土地売買契約書（案） 

 富田林市（以下「売払人」という。）と買受人       （以下「買受人」という。）

は次の条項により土地売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 売払人買受人両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（土地の表示） 

第２条 売払人はその所有する次に掲げる土地（以下「当該土地」という。）を買受人に売

り払い、買受人はこれを買い受ける。 

所 在 大阪府富田林市梅の里一丁目 

地 番 １５０番９１２ 

現 況 地 目 宅地 

地 積 ９２．９３㎡ 

（売買代金） 

第３条 当該土地の売買代金は、金        円とする。 

（契約保証金） 

第４条 買受人は、本契約締結と同時に契約保証金として金      円を売払人に納

付しなければならない。ただし、本契約締結と同時に売買代金全額を納付したときは、そ

の限りではない。 

２. 契約保証金は、第２０条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。 

３. 売払人は、買受人が第５条に定める義務を履行したときは、契約保証金を売買代金に充

当する。 

４. 売払人は、買受人が第５条に定める義務を履行しないことにより、第１７条の規定に基

づき本契約を解除したときは、契約保証金を売払人に帰属させることができる。 

５. 契約保証金には利息を付さない。 

（代金の支払い） 

第５条 買受人は、第３条の売買代金のうち契約保証金を除いた、金     円を売払人

の発行する納入通知書により、令和 年 月  日までに納付するものとする。 

（所有権の移転及び登記） 

第６条 当該土地の所有権は、売買代金の全額支払時をもって買受人に移転する。 

２.売払人は、前項の規定による当該土地の所有権移転後、速やかに所有権移転登記を嘱託

するものとし、買受人は、これに必要な書類等をあらかじめ売払人に提出とするものとす

る。 



３.前項の登記に要する費用は、買受人の負担とする。 

（土地の引渡し） 

第７条 当該土地は、売買代金支払と同時に別に何らの手続を用いないで、当該土地の所在

地において、現状有姿のまま買受人に引き渡したものとする。 

（危険負担） 

第８条 買受人は、本契約締結のときから当該土地の引渡しのときまでにおいて、当該土地

が売払人の責に帰すことのできない事由により滅失し、又は毀損した場合は、その損失を

負担する。 

（公租公課の負担） 

第９条 売買代金完納後における公租公課については、すべて買受人の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第１０条 買受人は、本契約締結後、当該土地が種類、品質又は数量に関して契約の内容に

適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であることを発見しても、売買代金の減

額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 

（用途等の制限）  

第１１条 買受人は、当該土地を暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に定める暴力団をいう。）若しくは法律の規

定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者又は

その他これらに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りなが

ら、当該土地の所有権を第三者に転売し、又は当該土地を第三者に貸してはならない。 

２.買受人は、当該土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗

関連特殊営業及び同条第１１項に規定する接客業務受託営業その他これらに類するもの

の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、当該土地の所有権を第三

者に転売し、又は当該土地を第三者に貸してはならない。 

 （実地調査等） 

第１２条 売払人は、本契約に定める義務の履行状況について、必要があると認めるとき

には、買受人に対し、質問し、立入検査を行い、帳簿、書類、その他の物件を調査し、

又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

 ２.買受人は、売払人から要求があるときは前条に定める義務の履行について、その事

実を証する書類その他資料を添えてこの土地の利用状況等を直ちに売払人に報告しなけ

ればならない。 

 ３.買受人は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報

告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

 （義務の承継） 

第１３条 買受人は、当該土地の所有権移転の日から１０年以内に、所有権の移転もしく



は、地上権、質権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定を行う場合には、

その後の承継人に前２条に定める義務を承継させなければならない。 

（買戻しの特約）  

第１４条 売払人は、買受人又は前条に定める承継人が、第１１条に定める用途等の制限

に違反したときは、当該土地を買戻すことができる。  

２.前項に定める買戻しの期間は、当該土地の所有権移転の日から１０年間とする。 

３.買戻し特約が登記された物件を買受人が分筆したときは、売買代金を分筆後の面積に

応じて按分した額を、分筆後の各土地の売買代金とする。 

（買戻しの特約の登記）  

第１５条 買受人は、売払人が前条に定める買戻しの特約の登記をすることに同意するも

のとする。  

（違約金）  

第１６条 買受人は、第１１条第１項及び第２項に違反したときは、売買代金の３０パー

セントに相当する額、第１２条に違反したときは売買代金の１０パーセントに相当する

額を違約金として売払人に支払わなければならない。  

２.前項の違約金は、第２０条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。 

（契約の解除） 

第１７条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないときは、催告その他何らの

手続を用いないで、本契約を解除することができる。 

（返還金等） 

第１８条 売払人は、第１４条に定める買戻権を行使又は前条の規定により本契約を解除

したときは、買受人が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さ

ない。 

２.売払人は、前項に規定する場合において、買受人が負担した契約の費用は返還しない。 

３.売払人は、第１項に規定する場合において、買受人が損害を受けることがあっても、こ

れを賠償しない。 

４.売払人は、第１項に規定する場合において、買受人が当該土地に支出した必要費、有益

費その他一切の費用は償還しない。 

（原状回復の義務） 

第１９条 買受人は、売払人が第１４条に定める買戻権を行使したとき又は第１７条の定

める解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに買受人の負担において、当該

土地を原状に回復し、売払人の検査を受けて返還しなければならない。ただし、売払人が

原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２.売払人は、前項のただし書の場合において、当該土地が滅失又はき損しているときは、

その損害賠償として、買戻権を行使した場合において買戻権行使時の、また、解除権を行

使した場合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を売払人に支払わ



なければならない。また、買受人の責に帰すべき事由により売払人に損害を与えている場

合には、その損害に相当する金額を売払人に支払わなければならない。 

３.買受人は第１項の定めにより、当該土地を返還する場合において、買受人が当該土地を

原状に回復して返還しないときは、売払人が買受人に代わって原状に回復することがで

きるものとし、買受人はその費用を負担しなければならない。 

４.買受人は第１項の定めるところにより当該土地を売払人に返還するときは、売払人の

指定する期日までに、当該土地の所有権移転登記の承諾書を売払人に提出しなければな

らない。 

（損害賠償） 

第２０条 買受人は、本契約に定める義務を履行しないため、売払人に損害を与えたときは、

その損害に相当する額を賠償しなければならない。 

２. 買受人は、土地引渡し以後においては、買受人の責任において土地管理等を行い、第

三者に損害を与えた場合は、買受人が損害賠償しなければならない。 

（返還金の相殺） 

第２１条 売払人は、第１８条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、買受

人が第１６条第１項、第１９条第２項及び第３項若しくは前条の規定により売払人に支

払うべき金額があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第２２条 本契約に要する一切の費用は、すべて買受人の負担とする。 

（近隣住民等への配慮） 

第２３条 買受人は、当該土地を利用するときは、近隣住民等地元関係者（以下「地元関

係者」という。）への積極的な情報提供に努め、地元関係者の意見には誠意を持って対

応し、地元関係者と協議、調整を行うものとする。 

２.買受人は、土地引渡し以後においては、地元関係者その他第三者との紛争が生じた場合

は買受人の責任において解決するものとする。 

（管轄裁判所） 

第２４条 本契約に関する管轄裁判所は、売払人の所在地を管轄区域とする地方裁判所又

は簡易裁判所とする。 

（疑義の決定） 

第２５条 本契約に関し疑義のある事項又は本契約に定めのない事項については、売払人

買受人協議のうえ決定する。 

 

 

 

 

 



上記の契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を

保有する。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

（売払人） 富田林市常盤町１番１号 

                         大阪府富田林市 

                         富田林市長 𠮷村 善美 

 

（買受人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２号地 

           土地売買契約書（案） 

 富田林市（以下「売払人」という。）と買受人       （以下「買受人」という。）

は次の条項により土地売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 売払人買受人両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（土地の表示） 

第２条 売払人はその所有する次に掲げる土地（以下「当該土地」という。）を買受人に売

り払い、買受人はこれを買い受ける。 

所 在 大阪府富田林市若松町一丁目 

地 番 ４３番２ 

現 況 地 目 宅地 

地 積 １，４１２．９０㎡ 

（売買代金） 

第３条 当該土地の売買代金は、金        円とする。 

（契約保証金） 

第４条 買受人は、本契約締結と同時に契約保証金として金      円を売払人に納

付しなければならない。ただし、本契約締結と同時に売買代金全額を納付したときは、そ

の限りではない。 

２. 契約保証金は、第２０条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。 

３. 売払人は、買受人が第５条に定める義務を履行したときは、契約保証金を売買代金に充

当する。 

４. 売払人は、買受人が第５条に定める義務を履行しないことにより、第１７条の規定に基

づき本契約を解除したときは、契約保証金を売払人に帰属させることができる。 

５. 契約保証金には利息を付さない。 

（代金の支払い） 

第５条 買受人は、第３条の売買代金のうち契約保証金を除いた、金     円を売払人

の発行する納入通知書により、令和 年 月  日までに納付するものとする。 

（所有権の移転及び登記） 

第６条 当該土地の所有権は、売買代金の全額支払時をもって買受人に移転する。 

２.売払人は、前項の規定による当該土地の所有権移転後、速やかに所有権移転登記を嘱託

するものとし、買受人は、これに必要な書類等をあらかじめ売払人に提出とするものとす

る。 



３.前項の登記に要する費用は、買受人の負担とする。 

（土地の引渡し） 

第７条 当該土地は、売買代金支払と同時に別に何らの手続を用いないで、当該土地の所在

地において、現状有姿のまま買受人に引き渡したものとする。 

（危険負担） 

第８条 買受人は、本契約締結のときから当該土地の引渡しのときまでにおいて、当該土地

が売払人の責に帰すことのできない事由により滅失し、又は毀損した場合は、その損失を

負担する。 

（公租公課の負担） 

第９条 売買代金完納後における公租公課については、すべて買受人の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第１０条 買受人は、本契約締結後、当該土地が種類、品質又は数量に関して契約の内容に

適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であることを発見しても、売買代金の減

額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 

（用途等の制限）  

第１１条 買受人は、当該土地を暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に定める暴力団をいう。）若しくは法律の規

定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者又は

その他これらに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りなが

ら、当該土地の所有権を第三者に転売し、又は当該土地を第三者に貸してはならない。 

２.買受人は、当該土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗

関連特殊営業及び同条第１１項に規定する接客業務受託営業その他これらに類するもの

の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、当該土地の所有権を第三

者に転売し、又は当該土地を第三者に貸してはならない。 

 （実地調査等） 

第１２条 売払人は、本契約に定める義務の履行状況について、必要があると認めるとき

には、買受人に対し、質問し、立入検査を行い、帳簿、書類、その他の物件を調査し、

又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

 ２.買受人は、売払人から要求があるときは前条に定める義務の履行について、その事

実を証する書類その他資料を添えてこの土地の利用状況等を直ちに売払人に報告しなけ

ればならない。 

 ３.買受人は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報

告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

 （義務の承継） 

第１３条 買受人は、当該土地の所有権移転の日から１０年以内に、所有権の移転もしく



は、地上権、質権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定を行う場合には、

その後の承継人に前２条に定める義務を承継させなければならない。 

（買戻しの特約）  

第１４条 売払人は、買受人又は前条に定める承継人が、第１１条に定める用途等の制限

に違反したときは、当該土地を買戻すことができる。  

２.前項に定める買戻しの期間は、当該土地の所有権移転の日から１０年間とする。 

３.買戻し特約が登記された物件を買受人が分筆したときは、売買代金を分筆後の面積に

応じて按分した額を、分筆後の各土地の売買代金とする。 

４ 本契約締結の日から１０年が経過し、買受人が第１１条に定める用途等の制限に違

反した事実がないと売払人が認めた場合は、買受人又は前条に定める承継人の請求に基

づき、第１項に定める買戻しの特約は解除し、買戻し特約の登記を抹消するものとす

る。 

５ 買受人及び前条に定める承継人は、第２項に定める買戻しができる期間の満了前で

あっても、開発許可を受けた開発行為（当該開発行為に係る土地を住宅分譲する場合に

限る。）において開発検査済証の交付を受け、かつ第１１条に違反することがないと売

払人が認めるに足りる事情があるときは、売払人に対して買戻し特約の登記の抹消に関

する協議を行うことができる。 

（買戻しの特約の登記）  

第１５条 買受人は、売払人が前条に定める買戻しの特約の登記をすることに同意するも

のとする。  

（違約金）  

第１６条 買受人は、第１１条第１項及び第２項に違反したときは、売買代金の３０パー

セントに相当する額、第１２条に違反したときは売買代金の１０パーセントに相当する

額を違約金として売払人に支払わなければならない。  

２.前項の違約金は、第２０条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。 

（契約の解除） 

第１７条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないときは、催告その他何らの

手続を用いないで、本契約を解除することができる。 

（返還金等） 

第１８条 売払人は、第１４条に定める買戻権を行使又は前条の規定により本契約を解除

したときは、買受人が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さ

ない。 

２.売払人は、前項に規定する場合において、買受人が負担した契約の費用は返還しない。 

３.売払人は、第１項に規定する場合において、買受人が損害を受けることがあっても、こ

れを賠償しない。 

４.売払人は、第１項に規定する場合において、買受人が当該土地に支出した必要費、有益



費その他一切の費用は償還しない。 

（原状回復の義務） 

第１９条 買受人は、売払人が第１４条に定める買戻権を行使したとき又は第１７条の定

める解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに買受人の負担において、当該

土地を原状に回復し、売払人の検査を受けて返還しなければならない。ただし、売払人が

原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２.売払人は、前項のただし書の場合において、当該土地が滅失又はき損しているときは、

その損害賠償として、買戻権を行使した場合において買戻権行使時の、また、解除権を行

使した場合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を売払人に支払わ

なければならない。また、買受人の責に帰すべき事由により売払人に損害を与えている場

合には、その損害に相当する金額を売払人に支払わなければならない。 

３.買受人は第１項の定めにより、当該土地を返還する場合において、買受人が当該土地を

原状に回復して返還しないときは、売払人が買受人に代わって原状に回復することがで

きるものとし、買受人はその費用を負担しなければならない。 

４.買受人は第１項の定めるところにより当該土地を売払人に返還するときは、売払人の

指定する期日までに、当該土地の所有権移転登記の承諾書を売払人に提出しなければな

らない。 

（損害賠償） 

第２０条 買受人は、本契約に定める義務を履行しないため、売払人に損害を与えたときは、

その損害に相当する額を賠償しなければならない。 

２. 買受人は、土地引渡し以後においては、買受人の責任において土地管理等を行い、第

三者に損害を与えた場合は、買受人が損害賠償しなければならない。 

（返還金の相殺） 

第２１条 売払人は、第１８条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、買受

人が第１６条第１項、第１９条第２項及び第３項若しくは前条の規定により売払人に支

払うべき金額があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第２２条 本契約に要する一切の費用は、すべて買受人の負担とする。 

（近隣住民等への配慮） 

第２３条 買受人は、当該土地を利用するときは、近隣住民等地元関係者（以下「地元関

係者」という。）への積極的な情報提供に努め、地元関係者の意見には誠意を持って対

応し、地元関係者と協議、調整を行うものとする。 

２.買受人は、土地引渡し以後においては、地元関係者その他第三者との紛争が生じた場合

は買受人の責任において解決するものとする。 

（管轄裁判所） 

第２４条 本契約に関する管轄裁判所は、売払人の所在地を管轄区域とする地方裁判所又



は簡易裁判所とする。 

（疑義の決定） 

第２５条 本契約に関し疑義のある事項又は本契約に定めのない事項については、売払人

買受人協議のうえ決定する。 

 

 

 

 

上記の契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を

保有する。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

（売払人） 富田林市常盤町１番１号 

                         大阪府富田林市 

                         富田林市長 𠮷村 善美 

 

（買受人） 

 

 



 様式第８号（第４０条関係） 
 
 
 

普通財産売払申請書 
 
                                                   
                                                            年     月     日 
 
 
     富田林市長 様 
 
 

申請者 住  所 
 

氏  名               印 
 
                                 電  話       (        ) 
    
 

下記のとおり、普通財産の売払いを申請します｡ 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
売 
 
  
払 
 
 
物 
 
 
件 
 

名    称  
 

所    在  

区    分  

地目又は構造  

数    量  

理      由  

   関 係 書 類       
資格証明・印鑑証明・付近見取り図 

その他（                       ） 

 
 
 



 様式第８号（第４０条関係） 
 
 
 

普通財産売払申請書 
 
                                                   
                                                       令和  ８年 ９ 月 ３０ 日 
 
 
     富田林市長 様 
 

申請者 住  所 富田林市常盤町１番１号 
 

氏  名 富田林不動産株式会社 
代表取締役 富田林 太郎    印 

 
                                 電  話  0721 ( 25  )1000 
    
 

下記のとおり、普通財産の売払いを申請します｡ 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
売 
 
  
払 
 
 
物 
 
 
件 
 

名    称  令和８年度富田林市市有地売却 ２号地 
 

所    在  富田林市若松町一丁目４３番２ 

区    分  土地 

地目又は構造  登記地目：宅地 

数    量  １４１２．９０ m2 

理      由 

 ※現在計画中の土地利用方法をご記入ください。 

 

例）宅地分譲（〇〇戸予定） 

   関 係 書 類       
資格証明・印鑑証明・付近見取り図 

その他（                       ） 

 
 
 

記載例 

実
印 



令和  年  月  日 

 

富田林市長 様 

 

 

申請者 住所                    

氏名                実印  

 

 

 

払 下 確 約 書 

 

 

 

普通財産売払申請に伴い、下記買取申出価格により購入するとともに、契約等に必要

な諸経費は当方が負担することを確約します。 

 

 

 

 

所 在 地 

 

 

富田林市 

 

最低売却価格 

 

 

     金               円 

 

買取申出価格 

 

 

     金               円 

 



誓約書 

 

    年 月 日 

 

富田林市長 𠮷村 善美 様 

 

         申請者 

          住所(所在地） 

氏名(法人名） 

(代表者)                    

 

 

 私は、富田林市が実施する令和８年度市有地売却への申込みに当たり、次の事項に

つきまして誓約します。 

また、大阪府警察等関係官庁への調査に同意し、その結果、次の事項が事実と異な

ることが判明した場合は、貴市により買受人の決定の取り消し又は、契約を解除され

ても異議ありません。 

 

１．入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者に該当

しません。 

２．私又は当社の役員（申込者が法人の場合）は、次の掲げるいずれかの者に該当し

ません。 

ア．個人及び法人の役員等が暴力団員であると認められる者。  

イ．暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ．自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的で、暴力団等を利用

したと認められる者。 

エ．いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を

不当に与えたと認められる者。 

オ．暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる者。 

カ．無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条第１

項の規定による観察処分を受けた団体及びその構成員の者 

 

３．普通財産売払申請に際し、令和８年度市有地売却随時募集実施要領（その１）及

び物件の法令上の規制等すべて承知の上で参加します。 

※市ウェブサイトから誓約書と役員に関する調書を別々にダウンロードした場合

は、２枚の用紙のつづり目に実印で割印するか、両面印刷をしてください。 

実印 

 



フリガナ

（氏と名の間をひとマスあける） 年号 年 月 日

例 代表取締役 富田林　太郎 トンダバヤシ　タロウ Ｓ 11 11 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注１

注２

注３

してください。

会社名

役職名 住所

富田林市常盤町１番１号

氏名
生年月日

現在事項証明書又は履歴事項証明書に記載されている現役員を全員（入札参加申込者欄に記載した代表者含む）記載してください。

年号は大正はＴ、昭和はＳ、平成はＨと表記してください。

市ウェブサイトから誓約書と役員に関する調書を別々にダウンロードした場合は、２枚の用紙のつづり目に実印で割印するか、両面印刷

役員に関する調書（法人の場合）

所在地



            市税納付状況確認同意書 

 

  年  月  日 

 

富田林市長 𠮷村 善美 様 

 

          申請者 

 

           住所(所在地） 

氏名(法人名） 

 (代表者)                

  

 

 

 

 

 私は、令和８年度市有地売却への申込みに当たり、富田林市が市税の納付状

況を確認することに同意します。 

 

 

 確認の結果、市税に滞納があった場合には、買受人の資格を承認しないこと

について異議申し立て致しません。 

 

 

 

 

 

 

※ここでいう市税とは、市・府民税、固定資産税、都市計画税、法人市民税、

軽自動車税のことをいいます。 

※納付状況の確認対象となる市税は、申請日の属する月の２ヶ月前の末日以前

が納付期限となる市税です。 

実印 

 



          国民健康保険料納付状況確認同意書 

 

  年  月  日 

 

富田林市長 𠮷村 善美 様 

 

          申請者 

 

           住所(所在地） 

氏名(法人名） 

 （代表者住所） 

(代表者)                 

 

 

 

        （世帯主が同上であれば記入の必要はありません） 

           住所 

 

           氏名                   世帯主認印 

 

 

 

 私は、令和８年度市有地売却への申込みに当たり、富田林市が国民健康保険

料の納付状況を確認することに同意します。 

 

 

 確認の結果、国民健康保険料に滞納があった場合には、買受人の資格を承認

しないことについて異議申し立て致しません。 

 

 

 

 

※納付状況の確認対象となる国民健康保険料は、申請日の属する月の２ヶ月前

の末日以前が納付期限となる国民健康保険料です。 

実印 

 



           下水道料金等納付状況確認同意書 

 

  年  月  日 

 

富田林市長 𠮷村 善美 様 

 

          入札参加申込者 

 

           住所(所在地) 

氏名(法人名) 

(代表者)                 

 

 

 

 

 

 

私は、令和８年度市有地売却への申込みに当たり、富田林市が下水道料金等の

納付状況を確認することに同意します。 

 

 

 確認の結果、下水道料金等に滞納があった場合には、買受人の資格を承認し

ないことについて異議申し立て致しません。 

 

 

 

 

 

 

※ここでいう下水道料金等とは、下水道使用料又は浄化槽使用料のことをいい

ます。 

※納付状況の確認対象となる下水道料金等は、申請日の属する月の２ヶ月前の

末日以前が納付期限となる下水道料金等です。 

  

実印 

 


